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                       鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市条例第５号 

   鳥取市職員給与条例の一部を改正する条例 

第１条 鳥取市職員給与条例（昭和２６年鳥取市条例第４５号）の一部を次のように

改正する。 

  第６条の４第１項中「月額３０８，０００円」を「月額３０８，３００円」に改

める。 

第２条 鳥取市職員給与条例の一部を次のように改正する。 

  第６条の３第２項中「１００分の２０」を「１００分の２５」に改める。 

  第６条の４第１項中「医療職給料表の適用を受ける職員の職のうち採用による欠

員の補充が困難であると認められる職で市規則で定めるもの」を「次の各号に掲げ

る職」に、「月額３０８，３００円」を「当該各号に掲げる額」に、「採用の日か

ら３５年以内」を「第１号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から３５年以

内、第２号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から９年以内」に改め、同項

に次の２号を加える。 

⑴ 医療職給料表の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難で

あると認められる職で市規則で定めるもの 月額３０８，３００円 

⑵ 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難



であると認められる職で市規則で定めるもの 月額４５，０００円 

  別表第３中「主任」の次に「又は主幹」を加え、「又は主幹」を「、主幹又は主

査」に改める。 

   附 則  

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３０年４月

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例の規定は、平成２９年４月１日

から適用する。 

 


